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本
人
や
任
意
後

見
受
任
者
等
が

家
庭
裁
判
所
に

申
し
立
て
を
し

て
、
家
庭
裁
判

所
が
任
意
後
見

監
督
人
を
選
任

し
ま
す
。
こ
の
時
か
ら
、

任
意
後
見
受
任
者
は
正
式

に
任
意
後
見
人
と
な
り
、

本
人
の
財
産
管
理
や
身
上

監
護
︵
生
活
や
健
康
に
配

慮
し
、
安
心
し
た
生
活
を

送
れ
る
よ
う
に
契
約
な
ど

を
す
る
こ
と
︶
を
行
っ
て

い
き
ま
す
。

　■
制
度
利
用
ま
で
の
流
れ

︵
︻
図
１
︼
を
参
照
︶

①
頼
む
人
と
頼
む
内
容
を

決
め
る

　
将
来
、
判
断
能
力
が
低

下
し
た
時
に
、
誰
に
支
援

を
し
て
も
ら
う
か
、
ど
の

よ
う
に
支
援
を
し
て
も
ら

う
か
を
決
め
ま
す
。

②
契
約
を
結
ぶ

　
頼
む
人
︵
任
意
後
見
受

          

　
最
終
回
と
な
る
今
回

は
、
﹁
任
意
後
見
制
度
﹂

に
つ
い
て
説
明
し
て
い
き

ま
す
。

■
任
意
後
見
制
度
と
は

　
任
意
後
見
制
度
は
、
現

在
は
判
断
能
力
の
あ
る
人

が
、
将
来
認
知
症
な
ど
で

判
断
能
力
が
低
下
し
た
時

に
、
財
産
管
理
や
身
上
監

護
に
関
す
る
法
律
行
為
を

本
人
に
代
わ
っ
て
行
う
人

︵
任
意
後
見
受
任
者
︶
を

あ
ら
か
じ
め
自
分
自
身
で

決
め
て
お
く
制
度
で
す
。

対
象
者
は
、
現
在
、
判
断

能
力
が
あ
る
人
に
な
り
ま

す
。

　
実
際
に
本
人
の
判
断
能

力
が
低
下
し
た
時
に
は
、

い
ま
す
。

⑤
任
意
後
見
契
約
の
終
了

○
任
意
後
見
監
督
人
が
選

任
さ
れ
る
前
で
あ
れ
ば
、

公
証
人
の
認
証
を
受
け
た

書
面
に
よ
っ
て
、
任
意
後

見
契
約
を
い
つ
で
も
解
除

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

︵
任
意
後
見
契
約
の
解

除
︶
。

○
任
意
後
見
人
に
不
正
な

行
為
等
が
あ
っ
た
場
合
、

家
庭
裁
判
所
は
任
意
後
見

監
督
人
や
本
人
な
ど
の
請

求
に
よ
り
、
任
意
後
見
人

を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

○
本
人
の
死
亡
・
破
産
に

よ
り
任
意
後
見
契
約
は
終

了
し
ま
す
。

○
本
人
の
利
益
の
た
め
に

特
に
必
要
が
あ
っ
て
法
定

後
見
︵
後
見
・
保
佐
・
補

助
︶
が
開
始
さ
れ
た
場

合
、
任
意
後
見
契
約
は
終

了
し
ま
す
。

■
法
定
後
見
制
度
と
任
意

後
見
制
度
と
の
関
係

　
自
己
決
定
を
尊
重
す
る

と
い
う
考
え
方
か
ら
、
本

人
が
自
分
の
受
け
る
保
護

の
あ
り
方
を
契
約
で
定
め

た
任
意
後
見
契
約
に
よ
る

保
護
を
優
先
し
ま
す
。

　
た
だ
し
、
本
人
の
意
思

を
尊
重
す
る
と
い
っ
て
も

任
意
後
見
契
約
で
定
め
て

あ
る
代
理
権
の
範
囲
が
狭

か
っ
た
り
、
本
人
に
つ
い

て
、
同
意
権
や
取
消
権
に

よ
る
保
護
が
必
要
に
な
っ

た
り
し
た
場
合
は
、
一
定

の
人
の
申
し
立
て
に
よ

り
、
家
庭
裁
判
所
が
本
人

の
た
め
に
特
に
必
要
で
あ

る
と
認
め
た
時
に
限
り
、

法
定
後
見
を
優
先
し
ま

す
。

■
監
督
と
は

　
﹁
監
督
﹂
と
は
、
成
年

後
見
人
・
保
佐
人
・
補
助

人
の
仕
事
を
、
家
庭
裁
判

任
者
︶
と
一
緒
に
公
証
人

役
場
に
行
っ
て
、
頼
み
た

い
内
容
に
つ
い
て
任
意
後

見
契
約
と
し
て
﹁
公
正
証

書
﹂
︵
＊
1
︶
を
作
成
し

ま
す
。
将
来
、
こ
の
公
正

証
書
で
定
め
た
内
容
に
基

づ
い
て
任
意
後
見
人
は
支

援
を
行
い
ま
す
。
た
だ

し
、
任
意
後
見
人
に
は
、

公
正
証
書
の
契
約
の
中
で

具
体
的
に
決
め
ら
れ
た
行

為
の
﹁
代
理
権
﹂
︵
＊

2
︶
の
み
が
与
え
ら
れ
ま

す
。

︵
＊
1
︶
公
証
人
が
当
時

者
の
依
頼
︵
嘱
託
︶
を
受

け
て
作
成
し
た
契
約
な
ど

を
証
明
す
る
正
式
な
書
面

で
す
。

︵
＊
2
︶
本
人
に
代
わ
っ

て
、
本
人
の
た
め
に
取
引

や
契
約
な
ど
を
行
う
権
限

で
す
。

︻
ど
の
く
ら
い
費
用
が
か

か
る
の
か
？
︼

○
公
正
証
書
作
成
の
基
本

手

数

料
︵
1
万
1
0

0
0
円
︶

○
登
記
嘱
託
手
数
料

︵
1
4
0
0
円
︶

○
収
入
印
紙
︵
2
6
0

0
円
︶

○
そ
の
他
︵
本
人
に
交
付

す
る
正
本
等
の
証
書
代
、

登
記
嘱
託
書
郵
送
用
の
切

手
代
な
ど
︶

③
任
意
後
見
監
督
人
選
任

の
申
し
立
て

　
本
人
の
判
断
能
力
が
低

下
し
た
時
、
家
庭
裁
判
所

に
﹁
任
意
後
見
監
督
人
﹂

︵
＊
3
︶
選
任
の
申
し
立

て
を
し
ま
す
。

︵
＊
3
︶
家
庭
裁
判
所
よ

り
選
任
さ
れ
る
任
意
後
見

人
の
仕
事
を
監
督
す
る
人

で
す
。
任
意
後
見
監
督
人

は
、
任
意
後
見
人
が
適
正

に
事
務
を
行
っ
て
い
る
こ

と
を
監
督
し
、
そ
の
事
務

に
つ
い
て
、
家
庭
裁
判
所

に
定
期
的
に
報
告
を
行
う

こ
と
を
主
な
職
務
と
し
て

い
ま
す
。

︻
申
し
立
て
が
で
き
る
人

は
？
︼

　
本
人
や
そ
の
配
偶
者
、

四
親
等
内
の
親
族
、
任
意

後
見
受
任
者
で
す
。

④
任
意
後
見
監
督
人
選

任
、
任
意
後
見
人
の
支
援

開
始

　
家
庭
裁
判
所
が
任
意
後

見
監
督
人
を
選
任
し
、
任

意
後
見
受
任
者
は
正
式
に

任
意
後
見
人
と
な
り
、
任

意
後
見
監
督
人
の
も
と
で

支
援
を
開
始
し
ま
す
。

　
任
意
後
見
人
の
仕
事

は
、
本
人
の
判
断
能
力
が

低
下
し
た
場
合
に
申
し
立

て
を
行
い
、
家
庭
裁
判
所

が
任
意
後
見
監
督
人
を
選

任
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
開

始
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
契
約
し
た
か
ら
と
い

っ
て
す
ぐ
に
仕
事
が
で
き

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
法
定
後
見
制
度
と
違

っ
て
、
判
断
能
力
の
低
下

が
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま

す
。

︻
報
酬
に
つ
い
て
︼

○
任
意
後
見
人

　
本
人
と
頼
む
人
︵
任
意

後
見
受
任
者
︶
と
の
話
し

合
い
で
任
意
後
見
契
約
に

お
い
て
報
酬
金
額
を
決
め

て
お
き
、
本
人
の
財
産
の

中
か
ら
支
払
い
ま
す
。

○
任
意
後
見
監
督
人

　
家
庭
裁
判
所
が
任
意
後

見
監
督
人
の
業
務
内
容
に

応
じ
て
決
定
し
た
額
を
本

人
の
財
産
の
中
か
ら
支
払

所
が
定
期
的
に
チ
ェ
ッ
ク

を
す
る
こ
と
で
す
。
そ
の

際
に
は
、
本
人
の
財
産
や

生
活
の
状
況
、
後
見
事
務

の
内
容
を
報
告
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
場

合
に
よ
っ
て
は
説
明
の
た

め
に
家
庭
裁
判
所
に
出
向

く
場
合
も
あ
り
ま
す
。

■
成
年
後
見
監
督
人
等
と

は
　
成
年
後
見
人
等
に
は
、

﹁
成
年
後
見
監
督
人
等
﹂

が
付
く
こ
と
も
あ
り
ま

す
。

　
成
年
後
見
監
督
人
等
も

家
庭
裁
判
所
と
同
様
に
成

年
後
見
人
等
が
仕
事
を
適

正
に
行
っ
て
い
る
か
ど
う

か
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
。
も

し
も
、
成
年
後
見
人
等
に

不
正
が
あ
っ
た
場
合
は
、

成
年
後
見
監
督
人
等
は
家

庭
裁
判
所
に
成
年
後
見
人

等
の
解
任
の
申
し
立
て
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
最
後
に
、
成
年
後
見
人

等
の
心
得
に
つ
い
て
、
お

話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

　
成
年
後
見
人
に
は
、
本

人
の
利
益
の
た
め
に
、
本

人
の
財
産
を
適
切
に
維
持

し
、
管
理
す
る
義
務
が
あ

り
ま
す
。
保
佐
人
・
補
助

人
も
与
え
ら
れ
た
権
限
の

範
囲
内
で
同
様
の
義
務
が

あ
り
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
た
と
え
本

人
と
成
年
後
見
人
等
が
親

族
関
係
に
あ
る
場
合
で

も
、
あ
く
ま
で
﹁
他
人
の

財
産
を
預
か
っ
て
管
理
し

て
い
る
﹂
と
い
う
意
識
を

持
っ
て
、
成
年
後
見
人
等

の
仕
事
に
取
り
組
む
こ
と

が
大
切
で
す
。

　
ま
た
、
成
年
後
見
人
等

は
本
人
の
意
思
を
尊
重

し
、
本
人
の
心
身
の
状
態

や
生
活
状
況
に
配
慮
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
判

断
能
力
の
低
下
と
い
っ
て

も
、
必
ず
し
も
す
べ
て
の

能
力
が
失
わ
れ
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た

め
、
成
年
後
見
人
等
は
、

本
人
に
残
さ
れ
た
能
力
が

あ
る
限
り
、
﹁
そ
の
意
思

を
最
大
限
に
尊
重
﹂
し

て
、
﹁
不
安
な
と
こ
ろ
を

補
う
﹂
と
い
う
心
構
え
が

大
切
で
す
。

　
成
年
後
見
人
等
の
仕
事

に
は
財
産
管
理
の
他
に
、

本
人
の
生
活
状
況
の
確
認

や
居
住
に
関
す
る
手
続

き
、
病
院
の
入
退
院
や
施

設
の
入
退
所
に
関
す
る
手

続
き
な
ど
を
行
う
身
上
監

護
も
含
ま
れ
ま
す
。
い
ず

れ
の
仕
事
も
、
本
人
の
生

活
に
直
接
に
影
響
す
る
も

の
で
す
か
ら
、
本
人
の
心

身
の
状
態
や
生
活
の
状
況

に
配
慮
し
た
上
で
行
う
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま

え
、
成
年
後
見
人
等
は
本

人
の
心
身
の
状
態
を
考
慮

し
、
本
人
に
と
っ
て
最
も

良
い
生
活
を
送
れ
る
よ
う

に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
財
産
管
理
は
そ

の
た
め
の
手
段
と
い
え
ま

す
。

　
以
上
、
3
回
に
わ
た
っ

て
成
年
後
見
制
度
に
つ
い

て
紹
介
・
説
明
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
専
門

的
用
語
も
多
く
、
制
度
が

複
雑
で
手
続
き
が
大
変
そ

う
だ
と
感
じ
ら
れ
た
方
も

い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

も
し
制
度
に
つ
い
て
詳
し

く
知
り
た
い
方
や
手
続
き

を
検
討
し
た
い
方
が
い
ま

し
た
ら
、
お
住
ま
い
の
各

市
町
村
の
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
や
家
庭
裁
判
所

へ
お
問
い
合
わ
せ
を
し
て

み
て
く
だ
さ
い
。

︿
梶
川
病
院
︵
広
島
市
西

区
天
満
町
︶
西
畑
愛
　
社

会
福
祉
士
﹀

⑤任意後見契約の終了

④任意後見監督人選任、任意後見人の支援開始
（任意後見契約の内容に基づき、支援を開始）

①頼む人と頼む内容を決める

②契約を結ぶ

判断能力の低下

（公証人役場に行き、公正証書を作成）

③任意後見監督人選任の申し立て
（家庭裁判所に申し立て）

西畑愛　社会福祉士

【図1】任意後見制度利用までの流れ
医
療
最
前
線

成
年
後
見
制
度
に
つ
い
て
③

〜
任
意
後
見
制
度
に
つ
い
て
〜
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